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住宅用地完成面積調査（平成１６年度）

Ⅰ．調査の概要

１．沿革・目的

昭和４４年統計報告調整法に基づく承認統計として、住宅用地完成面積調

査が新設された。

本調査は、１年間に新たに造成された住宅用地の供給量を地域別に実態把

握することにより、建設行政等に資することを目的としている。

調査事項は、住宅用地を「一団地の住宅用地」（１０，０００㎡以上）、

「小規模開発の住宅用地」（１０，０００㎡未満）、「再開発的な住宅用地」

に区分し、都道府県別、発注者別（公共・民間）に、暦年ベースで件数、面

積を調査するものであり、昭和４５年調査（昭和４４年実績）から実施され

ている。

その後、昭和５１年調査（昭和５０年実績）から、住宅用地の区分に「別

荘用地」が新たに加えられた。

また、昭和５２年調査から、調査対象期間が暦年ベースから年度ベースに

変更された。

２．調査対象業者

国土交通省が住宅用地完成面積調査と並行して実施している平成１７年度

建設工事施工統計調査（平成１６年度実績）の対象業者（約１１万業者）の

中から、宅地造成工事を施工するものと思われる３業種（土木工事業、建築

工事業、とび・土工工事業）の建設業者（約８万業者）を調査対象としてい

る。

＊ 第１回調査から平成５年度調査（平成４年度実績）までは、５業種

（土木工事業、しゅんせつ工事業、建築工事業、大工工事業、とび・土

工工事業）の建設業者を調査対象としていたが、平成６年度調査（平成

５年度実績）より上記３業種に変更した。

３．調査範囲

調査対象業者が調査対象期間中に元請により新たに行った宅地造成工事

（下請によるものは含まれない）。

４．調査対象期間

平成１６年４月１日～平成１７年３月３１日



Ⅱ．用語の定義

１．住宅用地種類

(１)一団地の住宅用地

一団（１０，０００㎡以上）の土地で、田畑、山林、原野、荒地、採草放

牧地等（以下「田畑等」という。）の非住宅地を住宅地に造成した場合及び

宅地造成工事を伴わずに田畑等に住宅を建築した場合。

(２)小規模開発の住宅用地

小規模（１０，０００㎡未満）の土地で、田畑等の非住宅地を住宅地に造

成した場合及び宅地造成工事を伴わずに田畑等に住宅を建築した場合。

(３)再開発的な住宅用地

住宅地以外の工場、倉庫、事務所、駐車場等の用に供されていた土地を転

用して住宅を建築した場合。

(４)別荘用地

主に保養の用に供する一時居住の住宅の敷地を造成する工事により、非住

宅地を住宅地に造成した場合。

２．区域の種類

(１)土地区画整理事業

土地区画整理事業とは、土地区画整理法に基づき事業が行われた区域。

(２)一 般

一般とは、土地区画整理事業以外の区域。

＊ 住宅用地完成面積には、細街路・プレイロット（児童が日常遊ぶ小遊戯場）

の面積を含む。

＊ 次のものは調査対象から除外した。

① 調査対象期間前に、宅地造成された土地に、新たな整地工事をして住宅

を建築した場合の面積

② 既住宅地に住宅を建替えたり、別棟を新築した場合の敷地面積



３．発注者の種類

（１）公共とは、次に掲げる公共機関をいいます。

１） 国、都道府県、市区町村
２） 住宅金融公庫、その他の公庫、日本政策投資銀行、国際協力銀行
３） 日本道路公団、その他の公団
４） 都市再生機構、鉄道建設・運輸施設整備支援機構、その他の独立行政法人
５） 日本下水道事業団、その他の事業団
６） 日本原子力研究所、東京地下鉄株式会社、関西国際空港株式会社、

中部国際空港株式会社、東京湾横断道路株式会社
７） 港務局、土地改良区
８） 地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社

（２）民間とは、（１）に掲げる公共機関以外すべての者をいいます（土地区画整理組
合、地方の公共機関が出資した第三セクターを含みます）。

４．地域の区分

(１)地域ブロック

各地域ブロックについては、以下のとおり。

地 域 都 道 府 県 名

北海道 北海道

東 北 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関 東 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県

北 陸 新潟県、富山県、石川県、福井県

中 部 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
近 畿 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

中 国 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
四 国 徳島県、香川県、愛媛県、高知県

九州・沖縄 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

(２)大都市地域

「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法」（大都

市法）に規定される大都市地域は以下のとおり。

圏域名 都府県名 大 都 市 地 域 内 市 町 村 名

首都圏 茨城県 龍ヶ崎市、水海道市、取手市、牛久市、守谷市、伊奈町、谷和原村、五霞町、境町、利根町
51

埼玉県 川越市、川口市、行田市、所沢市、飯能市、加須市、東松山市、岩槻市、春日部市、

52 狭山市、羽生市、鴻巣市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、鳩ヶ谷市、
朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、

上福岡市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、さいたま市、
伊奈町、吹上町、大井町、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、川島町、吉見町、

鳩山町、大里町、騎西町、南河原村、川里町、北川辺町、大利根町、宮代町、白岡町、

菖蒲町、栗橋町、鷲宮町、杉戸町、松伏町、庄和町
千葉県 千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、習志野市、柏市、

53 市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ヶ谷市、君津市、富津市、浦安市、四街道市、

袖ヶ浦市、印西市、白井市、富里市、酒々井町、印旛村、本埜村、栄町
東京都 千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、

54 大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、
足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、

昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、

福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、
あきる野市、西東京市、瑞穂町、日の出町

神奈川県 横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、
55 相模原市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、



綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、開成町、愛川町、
城山町

中部圏 愛知県 名古屋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、津島市、碧南市、刈谷市、

56 豊田市、安城市、西尾市、犬山市、常滑市、江南市、尾西市、小牧市、稲沢市、東海市、
大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、東郷町、

長久手町、西枇杷島町、豊山町、師勝町、西春町、春日町、清洲町、新川町、大口町、
扶桑町、木曽川町、祖父江町、平和町、七宝町、美和町、甚目寺町、大治町、蟹江町、

十四山町、飛島村、弥富町、佐屋町、立田村、八開村、佐織町、阿久比町、東浦町、

南知多町、美浜町、武豊町、一色町、吉良町、幡豆町、幸田町、三好町
三重県 四日市市、桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、朝日町、川越町

57
近畿圏 京都府 京都市、宇治市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、大山崎町、

58 久御山町、井手町、山城町、木津町、加茂町、精華町、園部町、八木町

大阪府 全域
27

兵庫県 神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町

59
奈良県 奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、生駒市、

60 香芝市、葛城市、都祁村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、
大宇陀町、莵田野町、榛原町、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、

河合町、吉野町、大淀町、下市町


